
大阪、東京、中研、四日市、福岡、仙台、札幌、石労本部

石労支部、石原テクノ鵬、石原バイオサイエンス総、石原鉱産朕、石原酸素

嫌、石原エンジニアリングパートナーズ欄

被保険者各位

表記に関しまして、令和6年2月2日に開催された第171回組合会で提案された規約変

更を東海北陸厚生局へ認可申請し、規約変更が認可されましたので、淡の通り公告いたしま

す。

<変吏箇所>

第6条被選挙権を有しない者

第9条互選議員の選挙区及び議員定数
第28条理事、理事長及び監事の選挙

第35条常務理事及びその職務

弟42条職員

第43 条糸且合員の董包囲

第U条標準報酬
第49条準備金の保有方法

第50条準備金以外の積立金の保有方法
第55条一部負担還元金

第56条付加給付

第訴条家族療養費付加金

第認条合算高額療養費付加金
第卵条傷病手当金付加金

第60条出産手当金付加金

第能条施設の利用等

附則

規約変更について

公告881号

2024年4月1日

<添付資料>

新旧条文対照表
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新旧条文対照表 

 
（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

（被選挙権を有しない者） 

第 ６ 条 （略） 

（２） 国外にある者、任意継続被保

険者 

 

（互選議員の選挙区及び議員数） 

第 ９ 条 （略） 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙す

る互選議員の数は、次のとおりとする。 

第 1区 

（削る） 

 

第２区 

石原産業健康保険組合 

 

（理事、理事長及び監事の選挙） 

第２８条  理事、理事長及び監事は、無記

名投票による選挙により行わなければな

らない。 

 ただし、候補者の数が選挙すべき理事、理

事長及び監事の定数を超えない場合は、こ

の限りでない。 

 

（常務理事及びその職務） 

第３５条  （略） 

２  常務理事は、理事長を補佐し、常

務を掌理する。 

 

 

（職員） 

第４２条 この組合に必要な職員（事務長そ

の他）をおき、理事長がこれを任免する。 

 

（被選挙権を有しない者） 

第 ６ 条 （略） 

（新設） 

 

 

（互選議員の選挙区及び議員数） 

第 ９ 条 （略） 

２ 前項の選挙区及び選挙区ごとに選挙す

る互選議員の数は、次のとおりとする。 

第1区 

石原産業健康保険組合 

 

第２区 

（新設） 

 

（理事、理事長及び監事の選挙） 

第２８条  理事、理事長及び監事は、無記

名投票により選挙する。 

 

 

 

 

 

 （常務理事及びその職務） 

第３５条  （略） 

２  常務理事は、理事長を補佐し、常

務を処理する。 

 

 

（職員） 

第４２条 この組合に（事務長その他）必要

な職員をおき、理事長がこれを任免する。 

 



 

（組合員の範囲） 

第４３条 この組合は、第４条に掲げる事

業所の事業主及びその事業所に使

用される被保険者（その資格を喪

失し、法第３条第４項の規定によ

り、この組合の被保険者の資格を

取得した被保険者（以下 、法第３

条第４項の規定による被保険者を 

「任意継続被保険者」という。）を

含む。）を組合員の範囲とする。 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（標準報酬） 

第４４条  被保険者の報酬月額につき法第

４１条第１項、法第４２条第１項、

法第４３条の２第 1 項若しくは法

第４３条の３第１項の規定により

算定することが困難であるとき、

又は法第４１条第１項、法第４２

条第１項、法第４３条第１項、法

第４３条の２第 1 項若しくは法第

４３条の３第 1 項の規定により算

定した額が著しく不当であるとき

は、理事会の定める方法により算

定する。 

（組合員の範囲） 

第４３条 この組合は、全国に所在する次

の各号に掲げる業種の事業所の事

業主及びその事業所に使用される

被保険者（その資格を喪失し、法

第３条第４項及び法附則第３条の

規定により、この組合の被保険者

の資格を取得した被保険者を含

む。）を組合員の範囲とする。 

 

（１）化学工業を主たる業とする事

業所 

（２）組合の設立事業所との間で、

金融商品取引法（昭和２３年法律第

２５号）の規定に基づき定められて

いる財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則（昭和３８年大

蔵省令第５９号）第８条第３項又は

第５項に規定する「親会社」、「子会

社」又は「関連会社」と同様な関係

にある事業所 

 

 

（標準報酬） 

第４４条  被保険者の報酬月額につき法第

４１条第１項若しくは法第４２条

第１項の規定により算定すること

が困難であるとき、又は法第４１

条第１項、法第４２条第１項若し

くは法第４３条第１項の規定によ

り算定した額が著しく不当である

ときは、理事会の定める方法によ

り算定する。 

 

 

 



 

 

 （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

  

（準備金の保有方法） 

第４９条  準備金（介護納付金に係る準備

金を除く。）は、次の各号に掲げる

方法によって保有しなければなら

ない。ただし、準備金のうち前３

年度の保険給付に要した費用の平

均年額の 12分の 1に相当する額に

ついては、第１号又は第２号の方

法により保有しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）郵便貯金 

（２） 臨時金利調整法（昭和

２２年法律第１８１

号）第１条第１項に規

２  法第４７条第１項第２号の規定

に基づき、法第３条第４項の規定

による被保険者の標準報酬の基礎

とするその者の保険者の管掌する

前年度の９月３０日における全被

保険者の同月の標準報酬月額を平

均した額の範囲内において定める

額は、この組合につき、当該平均

した額の 100 分の 100 に相当する

額とする。 

 

３  法附則第３条第４項の規定に基

づき、同条第１項の規定による 

 

（準備金の保有方法） 

第４９条  準備金（介護納付金に係る準備

金を除く。）は、次の各号に掲げる

方法によって保有しなければなら

ない。この場合において、第３号

から第１３号までの方法によって

保有する準備金の額は、その総額

の２分の１を超えてはならない。

ただし、準備金の保有が保険給付

に要した費用（老人保健拠出金、

日雇拠出金及び退職者給付拠出金

を含み、介護納付金を除く。）の前

３年度の平均年額の１２分の３に

相当する額を保有する場合には、

第３号から第１３号までの方法に

よる保有は、準備金の３分の２ま

で行っても差し支えない。 

（１）銀行貯金又は郵便貯金 

（２）信託業務を営む銀行又は

信託会社への金銭信託

（運用方法を特定する

ものを除く。） 



 

定する金融機関への預

貯金又は金銭信託（運

用方法を特定するもの

を除く。） 

（３） 公社債投資信託（外国

債を運用の中心とする

もの、又は外貨建外国

債を運用対象として含

むものを除く。） 

 

（４） 国債又は地方債 

 

（５） 政府保証債又は金融債 

 

 

 

 

 

（６） 担保付社債 

 

 

 

（７） 抵当証券 

（８） コマーシャルペーパー 

 

（削る） 

（９） 社会保険診療報酬支払

基金への委託金 

（１０）健康保険組合が組合の

共同目的を達成するた

めに設置する施設及び

組合の福祉事業として

行う各種貸付事業への

出資金 

（削る） 

 

 

 

 

（３）公社債投資信託の受益証

券の取得（外国債を運

用の中心とするもの又

は外貨建外国債を運用

対象として含むものを

除く。） 

（４）国債証券又は地方債証券

の取得 

（５）特別の法律により法人の

発行する債券で、その

債券に係る債務を政府

が保証しているもの又

は金融機関の発行する

債券の取得 

（６）償還及び利子の支払の遅

延のない物上担保付又

は一般担保付の社債の

取得 

（７）抵当証券の取得 

（８）コマーシャルペーパーの

取得 

（９）金投資口座への預入 

（10）社会保険診療報酬支払基

金への委託金 

（11）健康保険組合連合会が組

合の共同目的を達成す

るために設置する施設

に対する出資金 

 

 

（12）組合間の共同事業として

実施する高額医療費及

び出産費に係る貸付事



 

 

 

（１１）法第１５０条の規定に

よる施設である土地及

び建物 

２ 介護納付金に係る準備金は、原則

として前項第１号、または第２号

の方法によって保有しなければな

らない。 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５０条  準備金以外の積立金は、前条第

１項第１号から第１０号までの方

法により保有しなければならな

い。 

 

（一部負担還元金） 

第５５条  この組合は、健康保険法の一部を

改正する法律（昭和３２年法律第４

２号）附則第７条の規定に基づき、

被保険者の支払った一部負担金（療

養費に係る一部負担金は、当該療養

（食事療養及び生活療養を除く。）に

ついて算定した費用の額から控除す

る法第７４条第１項各号に掲げる場

合の区分に応じ、同項各号に定める

割合を乗じて得た額を基準として、

組合が定めた額）について、その還

元を行う。 

 

２  一部負担還元金の額は、診療報酬明細

書、調剤報酬明細書、療養費支給申請書

各１件（法第１１５条の規定により同一

月において、被保険者若しくはその被扶

養者の支払った一部負担金等の額を合

算することにより支給される高額療養

業に対する出資金 

（13）法第１５０条の規定によ

る施設である土地及び建

物の取得 

 

２ 介護納付金に係る準備金は、原則

として前項第１号の方法によって

保有しなければならない。 

 

 

（準備金以外の積立金の保有方法） 

第５０条  準備金以外の積立金は、前条第

１項第１号から第１２号までの方

法により保有しなければならな

い。 

 

（一部負担還元金） 

第５５条  この組合は、健康保険法の一部

を改正する法律（昭和３２年法律

第４２号）附則第７条の規定に基

づき、被保険者の支払った一部負

担金について、その還元を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  一部負担還元金は、診療報酬明細

書又は調剤報酬明細書各 1 件につ

いて療養に要する費用の一部とし

て支払った一部負担金の額（法第

115条の規定により高額療養費（同

一月において、被保険者若しくは

http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#074


 

費（以下「合算高額療養費」という。）

の支給の基礎となった一部負担金があ

るものを除く。また、医療機関の処方せ

んに基づき薬局で薬剤の支給が行われ

た場合は、診療報酬明細書又は療養費支

給申請書と調剤報酬明細書とを合算し

て１件とみなす。）について、療養に要

する費用の一部として支払った一部負

担金の額（法第 115 条の規定により高

額療養費（合算高額療養費を除く。）が

支給される場合にあっては、当該一部負

担金の額から高額療養費に相当する額

を控除して得た額）から、25,000 円を

控除して得た額とする。 

 

（付加給付） 

第５６条  この組合が、法第５３条の規定

により支給する付加給付は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

（１）家族療養費付加金 

（２）合算高額療養費付加金 

 

（家族療養費付加金） 

第５７条  被扶養者の疾病又は負傷に関

し、法第１１０条の規定により家

族療養費の支給を受ける被保険者

に対し、家族療養費付加金を支給

する。 

２  家族療養費付加金の額は、診療報

酬明細書又は調剤報酬明細書、第

二家族療養費支給申請書各 1件（合

算高額療養費の支給の基礎となった

一部負担金等があるものを除く。ま

た、医療機関の処方せんに基づき薬

局で薬剤の支給が行われた場合は、

診療報酬明細書又は第二家族療養

その被扶養者の支払った一部負担

金等の額を合算することにより支

給される高額療養費（以下「合算

高額療養費」という。）を除く。以

下同じ。）が支給される場合にあっ

ては、一部負担金の額から高額療

養費に相当する額を控除して得た

額）から 25,000円を控除して得た

額とする。 

 

 

 

 

 

 

（付加給付） 

第５６条  この組合が、法第５３条の規定

により支給する付加給付は、次の

各号に掲げるとおりとする。 

（１）家族療養付加金 

（２）合算高額療養付加金 

 

（家族療養付加金） 

第５７条  被扶養者の疾病又は負傷に関

し、法第１１０条の規定により家

族療養費の支給を受ける被保険者

に対し、家族療養付加金を支給す

る。 

２  家族療養付加金の額は、診療報酬

明細書又は調剤報酬明細書各 1 件

について療養（食事療養を除く。）

に要する費用から家族療養費に相

当する額（法第 115 条の規定によ

り高額療養費（同一月において、

被保険者若しくはその被扶養者の

支払った一部負担金等の額を合算



 

費支給申請書と調剤報酬明細書とを

合算して１件とみなす。）について療

養（食事療養及び生活療養を除

く。）に要する費用の額から家族療

養費に相当する額（法第 115 条の

規定により高額療養費（合算高額

療養費を除く。）が支給される場合

にあっては、家族療養費に相当す

る額に高額療養費に相当する額を

加えて得た額）を控除して得た額

から 25,000円を控除して得た額と

する。 

 

（合算高額療養費付加金） 

第５８条  合算高額療養費の支給を受ける

被保険者に対し、合算高額療養費

付加金を支給する。 

 

 

 

 

 

２  合算高額療養費付加金の額は、各

診療月について合算高額療養費の

支給の基礎となった被保険者若し

くはその被扶養者の支払った一部

負担金等の額から、合算高額療養

費に相当する額を控除した額から

被保険者又はその被扶養者 1 人に

つき、それぞれ 25,000円を控除し

て得た額とする。 

 

 

（傷病手当金付加金） 

第５９条  被保険者が、法第９９条の規定

により傷病手当金の支給を受ける

することにより支給される高額療

養費（以下「合算高額療養費」と

いう。）を除く。以下同じ。）が支

給される場合にあっては、家族療

養費に相当する額に高額療養費に

相当する額を加えて得た額）を控

除して得た額から 25,000円を控除

して得た額とする。 

 

 

 

 

 

（合算高額療養付加金） 

第５８条  法第１１５条の規定により、同

一月において、被保険者若しくは

その被扶養者の支払った一部負担

金等の額を合算することによる高

額療養費（以下「合算高額療養費」

という。）の支給を受ける被保険者

に対し、合算高額療養付加金を支

給する。 

２  合算高額療養付加金の額は、各診

療月について、合算高額療養費の

支給の基礎となった被保険者若し

くはその被扶養者の支払った一部

負担金等の額から、合算高額療養

費に相当する額を控除した額から

被保険者又はその被扶養者につき

受診者毎にそれぞれ 25,000円又は

25,000 円を控除して得た額とす

る。 

 

（傷病手当金付加金） 

第５９条  被保険者（被保険者であった者

を含む。）が、法第９９条又は法第104 条の



 

ときは、傷病手当金および事業主

支給の生活補助金を合算して 1 日

につき、当該傷病手当金の支給を

始める日の属する月以前の直近の

継続した十二月間の各月の標準報

酬月額（被保険者が現に属する保

険者等により定められたものに限

る。）を平均した額の三十分の一に

相当する額の１００分の８０に満

たない場合は、傷病手当金付加金

で１００分の８０になるように支

給する。 

ただし、事業主の生活補助金が支

給されない場合は、傷病手当金付

加金を支給しない。 

なお、同日の属する月以前の直近

の継続した期間において標準報酬

月額が定められている月が十二月

に満たない場合にあっては、次の

各号に掲げる額のうちいずれか少

ない額の１００分の８０に相当す

る額から、当該傷病手当金額及び

事業主の生活補助金を控除した額

を支給する 

（１） 傷病手当金の支給を始める

日の属する月以前の直近の

継続した各月の標準報酬月

額を平均した額の三十分の

一に相当する額 

（２） 傷病手当金の支給を始める

日の属する年度の前年度の

九月三十日における全被保

険者の同月の標準報酬月額

を平均した額を標準報酬月

額の基礎となる報酬月額と

みなしたときの標準報酬月

規定により傷病手当金の支給を受けるとき

は、傷病手当金および事業主支給の生活補助

金を合算して1 日につき標準報酬日額の

80％に満たない場合は、傷病手当金付加金で

80％になるように支給する。 

但し、事業主の生活補助金が支給されない場

合は、傷病手当金付加金を支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 



 

額の三十分の一に相当する

額 

２ 法第１０３条第 1項又は第１０８

条第１項及び第３項から第５項ま

での規定により、傷病手当金の支

給が行われない期間があるとき

は、その期間については前項の規

定の適用について、傷病手当金の

支給があったものとみなす。この

場合における支給額は、次の各号

に定める額とする。 

（１） 法第１０３条第１項又は法第

１０８条第１項、第３項若し

くは第５項のいずれかに該当

する場合、支給があったもの

とみなされた傷病手当金の額

及び本条第１項の規定により

算定される傷病手当付加金の

額の合計額からいかに掲げる

額のうちいずれか多い額を控

除して得た額 

ただし、当該額が零を下

回る場合には、零とす

る。 

ア． 法第１０２条第２項の規

定により算定される出

産手当金の額及び規約

第６０条第１項の規定

により算定される出産

手当付加金の合計額 

イ． 報酬の額 

ウ． 障害厚生年金の額 

エ． 老齢退職年金の額 

（２） 法第１０８条第４項に該当す

る場合傷病手当金付加金の全

額。ただし、第１号ア、イ又

 

 

２ 第１０８条第１項から第４項までの規定

により、傷病手当金の支給が行われない期 

間があるときは、その期間については前項の

規定の適用については傷病手当金の適用 

があったものとみなす。この場合における支

給額は、次の各号掲げる額とする。 

 

 

 

（１） 報酬の全部又は一部を

受けることができると

きは、報酬を受けなけれ

ば支給を受けることが

できた傷病手当金と傷

病手当金付加金の合計

額から受けることので

きる報酬の額を控除し

て得た額 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（２）同一の疾病又は負傷及び

これにより発した疾病

に関し厚生年金保険法



 

はエに該当する場合は、同号

の規定により算定される額と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（昭和 29 年法律第 115

号）による障害厚生年金

の支給を受けなければ

受けることができた傷

病手当金と傷病手当金

付加金の合計から法第

108条第 2項の規定によ

り算定された当該厚生

年金の額を控除した額

（当該受給者が同時に

第1号に該当する場合で

あって当該控除して得

た額が第1号の額を超え

るときは、第 1号の額） 

（３）同一の疾病又は負傷及び

これにより発した疾病

に関し厚生年金保険法

（昭和 29 年法律第 115

号）による障害手当金の

支給を受けることがで

きるときは、傷病手当金

付加金の全額 

（４）法第 108 条第 4 項の規定

に該当する者が、法第

108条第 4項の老齢退職

年金給付の支給を受け

ることができるときは、

当該老齢退職年金給付

の支給を受けなければ

支給を受けることので

きた傷病手当金と傷病

手当金付加金の合計額

から法第 108条第 4項の

規定により算定された

老齢退職年金給付の額

を控除して得た額 



 

３ 第 1項の規定により算出した額に

10 円未満の端数があるときは、そ

の端数は四捨五入する。 

 

（出産手当金付加金） 

第６０条  

被保険者が、法第102 条の規定により出産手

当金の支給を受ける期間、出産手当金 

および事業主支給の生活補助金を合算して1 

日につき、当該出産手当金の支給を始める日

の属する月以前の直近の継続した十二月間

の各月の標準報酬月額（被保険者が現に属す

る保険者等により定められたものに限る。）

を平均した額の三十分の一に相当する額の

１００分の８０に満たない場合は、出産手当

金付加金で１００分の８０になるように支

給する。 

ただし、事業主の生活補助金が支給されない

場合は、出産手当金付加金を支給しない。 

なお、同日の属する月以前の直近の継続した

期間において標準報酬月額が定められてい

る月が十二月に満たない場合にあっては、次

の各号に掲げるうちいずれか少ない額の１

００分の８０に相当する額から当該出産手

当金額を及び事業主の生活補助金を控除し

た額を支給する。 

（１） 出産手当金の支給を始める

日の属する月以前の直近の

継続した各月の標準報酬月

額を平均した額の三十分の

一に相当する額 

（２） 出産手当金の支給を始める

日の属する年度の前年度の

九月三十日における全被保

険者の同月の標準報酬月額

を平均した額を標準報酬月

３ 第 1項の規定により算出した額に

円未満の端数があるときは、その

端数は四捨五入する。 

 

（出産手当金付加金） 

第６０条 

被保険者が、法第102 条の規定により出産手

当金の支給を受ける期間、出産手当金 

および事業主支給の生活補助金を合算して1 

日につき標準報酬日額の80％に満たな 

い場合は、出産手当金付加金で80％になるよ

うに支給する。 

但し、事業主の生活補助金が支給されない場

合は、出産手当金付加金を支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 



 

額の基礎となる報酬月額と

みなしたときの標準報酬月

額の三十分の一に相当する

額 

 

２ 法第108 条の規定により、出産手当金の

支給が行われない期間があるときは、その 

期間については前項の規定の適用について

は出産手当金の支給があったものとみな 

す。この場合において、出産手当金付加金の

支給額は、報酬を受けなければ受けるこ 

とのできた出産手当金と出産手当金付加金

の合計から、受けることの出来る報酬の額 

を控除して得た額とする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、法第１０３

条第１項ただし書、法第１０８条第１項た

だし書又は法第１０８条第３項ただし書の

規定による差額の支給をうけるとき、出産

手当金付加金の支給額は、法第１０２条第

２項の規定により算定される出産手当金及

び本条第１項の規定により算定される出産

手当金付加金の合計額から法第９９条第２

項の規定により算定される傷病手当金の額

を控除して得た額とする。 

ただし、当該額が零を下回る場合には、零と

し、当該額が本条第１項の規定により算定さ

れる額を超える場合には、同項の規定により

算定される額とする。 

４ 第 1項の規定により算出した額に 10円

未満の端数があるときは、その端数は四捨五

入する。 

 

（施設の利用等） 

第６２条  （略） 

２  この組合において、保健事業とし

 

 

 

 

 

 

２ 法第 108条の規定により、出産手当金

の支給が行われない期間があるときは、そ

の期間については前項の規定の適用につ

いては出産手当金の適用があったものと

みなす。この場合において、出産手当金付

加金の支給額は、報酬を受けなければ受け

ることのできた出産手当金と出産手当金

付加金の合計から、受けることの出来る報

酬の額を控除した額とする。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第 1 項の規定により算出した額に円未

満の端数があるときは、その端数は四捨五入

する。 

（施設の利用等） 

第６２条  （略） 

２  この組合において、保健事業とし



 

て実施する被保険者及び被扶養者

への補助の方法及び額は、組合会

の議決を経て別に定める。 

 

 

て実施する被保険者及び被扶養者

への補助の補助方法及び補助額

は、組合会の議決を経て別に定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


